
令和３年度

第１回内灘町デジタル・トランスフォーメーション推進委員会

会 議 次 第

日時 令和３年１０月４日（月）午後１時～

場所 内灘町役場４階 ４０６・４０７会議室

１．開会

２．委嘱状の交付

３．会長及び副会長の選出 ･･･ 資料１

４．議題

（１）内灘町ＤＸ推進計画について

（２）スーパーシティ構想について

（３）取組スケジュールについて

（４）その他

･･･ 資料２

･･･ 資料３

･･･ 資料４

５．閉会



内灘町デジタル・トランスフォーメーション推進委員会 委員名簿

任期 ： 令和３年１０月４日～令和５年１０月３日

役職 氏 名 所 属 職名

会 長 永井 由佳里
ながい ゆ か り

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 理事・副学長

委 員 金平 勲
かねひら いさお

総務省地域情報化アドバイザー

副会長 澁谷 進
しぶや すすむ

元 澁谷工業株式会社 取締役副会長

委 員 池田 佳子
いけだ よしこ

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ北陸 代表取締役社長

委 員 福島 健一郎
ふくしま けんいちろう

一般社団法人コード・フォー・カナザワ 代表理事

委 員 中村 光宏
なかむら みつひろ

学校法人金沢医科大学 病院事務部副部長

委 員 田中 徹
たなか とおる

内灘町商工会 事務局長

委 員 清水 由縁
しみず ゆかり

内灘町女性協議会 副会長

委 員 岡部 幾雄
おかべ いくお

内灘町町会区長会 会長

委 員 寺尾 重資
てらお じゅうじ

町民代表

委 員 中島 利美
なかしま としみ

町民代表

委 員 棚田 進
たなだ すすむ

内灘町 総務部長



内灘町デジタル・トランスフォーメーション推進委員会設置要綱

（目的）

第１条 内灘町におけるデジタル・トランスフォーメーションを推進するため、各分野の

有識者等により、それぞれの立場から意見聴取することを目的とする内灘町デジタル・

トランスフォーメーション推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 委員会においては、次に掲げる事項について意見聴取を行う。

一 内灘町デジタル・トランスフォーメーション推進計画の策定及び推進に関すること。

二 内閣府が公募するスーパーシティ型国家戦略特別区域の指定に関すること。

三 その他町長が必要と認める事項に関すること。

（組織）

第３条 委員会は、委員１５人以内をもって組織し、次に掲げる者のうち町長が委嘱又は

任命する。

一 学識経験者

二 民間事業者

三 各種団体を代表する者

四 町民

五 町職員

六 前各号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者

（任期）

第４条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。

２ 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会長及び副会長）

第５条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

２ 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。

（会議）

第６条 委員会の会議は、会長が必要に応じ招集し、会議の議長は会長がこれに当たる。

（部会等の設置）

第７条 会長は、必要に応じて委員会の下部組織として部会、ワーキンググループ等を設

置することができる。

（意見の聴取）

第８条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴

くことができる。

（庶務）

第９条 委員会の庶務は、都市整備部企画課において処理する。

（委任）

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この告示は、令和３年８月１日から施行する。

（招集の特例）

２ 最初に招集される委員会は、第６条の規定にかかわらず、町長が招集する。

資料１


